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『鳥取市感震ブレーカー設置支援事業補助金』について（朗報）
鳥取市では、能登半島地震での、輪島市の火災を受けて、震災時の通電火災によ

る出火を防止することを目的に、『鳥取市感震ブレーカー設置支援事業補助金』の申
請を、令和６年１１月２５日（月）から令和７年２月２８日（金）まで受け付けます。

＊詳しいことは裏面をご覧ください！！

阪神・淡路大震災や、東日本大震災で発生した火災のうち、原因が特定されたもの
の５～６割は電気器具や電気配線などの電気関係によるものとされています。

補助内容
感震ブレーカー本体の購入費及び設置に要する工事費の合計額の2分の1（消費税分除く）

＊補助上限額は４万円。1世帯あたり1台までです。
尚、予算が底をついた場合には、事業終了となる場合もあるそうです。早めの申請

をお勧めします。 ＊市報１２月号にも掲載されます。

【申請窓口・問い合わせ先】 鳥取市危機管理部危機管理課（本庁舎３階 31番窓口）

〒番号６８０－８５７１ 鳥取市幸町７１ 電話：（０８５７）２２－８１１１

鳥取県感震ブレーカー普及協議会
◎お問い合わせ先
事務局：（０８５７）２６－７０８２（鳥取県消防防災課）
電気工事のご相談：（０８５７）２４－９２１３（鳥取県電気工事業工業組合）
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城北地区防災対策協議会
事務局：城北地区公民館
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